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生理学研究所運営会議（第７７回）議事要旨 

日 時 令和６年６月２６日（水）１５時００分～１７時１０分（Zoomによる開催） 

場 所 岡崎統合事務センター棟３階 第一会議室，各委員の研究室等 

出席者 磯田，岡村，北城，久場，久保，澤本，田中，西島，西田，西谷，根本，

古瀬（議長），松田，宮田（副議長），柳沢，吉村，和氣の各運営会議委

員 

列席者 鍋倉所長 

佐々木，村上の各教授 

福永，村田の各特任教授 

吉村技術課長，成瀬岡崎統合事務センター長ほか関係事務職員 

議事に先立ち，所長から挨拶があった。 

議 事 

１ 前回議事要旨の承認について 

原案どおり承認した。 

２ 報告事項 

(1) 令和７年度概算要求について

所長から，資料２に基づき，生理学研究所における令和７年度概算要求の内

容について説明があった。 

３ 審議事項 

(1) 人事について

① 研究教育職員の選考について

吉村委員から，生体機能調節研究領域教授候補者の選考に係る人事選考委員

会における審議経過等について説明があり，１名を候補者として選考したこ

との報告及び回収資料１に基づき，経歴，専門分野及び研究業績等について

説明があり，投票の結果，候補者１名を教授候補者として決定した。 

② 生理学研究所特任教授（クロスアポイントメント）人事選考委員会の設置

について

所長から，資料３に基づき，研究連携センター特任教授（クロスアポイント

メント）の人事選考委員会の設置及び構成員について提案があり，審議の結果，

これを承認した。
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  ③ 生理学研究所研究教育職員の任期に関する規則の改正について 

       所長から，資料４-１及び資料４-２に基づき生理学研究所研究教育職員の任

期に関する規則の改正について提案があり，審議の結果，これを承認した。 

 

   （所長，吉村技術課長及び事務職員（関係事務職員除く）は退席した。） 

 

 (2) 所長選考について 

  議長から，資料５のとおり大学共同利用機関法人自然科学研究機構大学共同

利用機関長（生理学研究所長）選考委員会委員長から運営会議議長あてに推薦

依頼（回答期限：６月２８日(金)）があったことの報告があった。 

 引き続き，議長から，資料６に基づき，次期所長候補者の選考について，こ

れまでの運営会議における審議経過等及び本日の会議で行う審議内容の説明が

あり，併せて前回の運営会議において選考した７名の候補者のうち，意向確認

の結果，３名の辞退があった旨の報告があった。 

 

（以降の審議の間，関係事務職員は一時退席した。） 

 

次いで，候補対象者となっている４名について，業績等の調査担当者から，

資料（会議終了後回収）に基づき，それぞれ調査結果の報告があり，審議の結

果，この４名を候補対象者とすることを確認した。 

 

（関係事務職員は再度，入室した。） 

 

 次いで，議長から，資料７に基づき，機関長選考委員会へ推薦する所長候補

者の投票手続きについて以下の内容を確認した。 

 

〇 辞退者が出た場合を除き推薦人数は３名とすること。 

〇 投票方法は資料７のとおりとすること。 

〇 白票は有効とすること。  

〇 意向確認の結果，辞退者が生じて，推薦人数が１名になった場合，選出され

なかった残りの候補者１名を補欠の候補者として推薦することについて，投

票によって決めること。 

 

 その後，４名を候補対象者とした３名連記無記名投票を行った結果，過半数

の票を得たものが２名あった。次いで，過半数の票を得ていない２名を対象と

した単記無記名投票を行った結果，過半数の票を得たものが１名あり，これま

でに過半数の票を得た３名を機関長選考委員会に推薦することを決定した。 

 

次いで，選出されなかった候補者１名を対象に，補欠の候補者として推薦す
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ることについて投票を行った結果，過半数の可の旨の票を得たため，補欠の候

補者とすることを決定した。 

 

 次いで，議長から，推薦するに当たり次の事項について検討願いたいとの提

案があり，協議の結果，これを了承した。 

 

 ○ 推薦する候補者への意向確認は議長が行う。 

 ○ 推薦理由書は，議長及び副議長が作成する。 

 〇 略歴，業績等の内容については，再調査を行い，本人に確認・追記を依頼

する。 

 〇 機関長選考委員会での議長説明（生理学研究所の現状，今後の課題，次期

所長に対する期待，推薦に至った経緯等）の内容については，議長に一任

する。 

    〇 意向確認の結果，補欠の候補者も含めて辞退者が生じて，推薦人数が１名

になった場合，別途書面審議により再度確認する。 

 

以上 


